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１． 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

 

(1）対象地域 

構成市町村名：境町、五霞町、坂東市及び古河市（総和地区、三和地区） 

面    積：295.31km2(令和 5年度さしま環境管理事務組合概要、 

国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」令和 5年 7 

月現在） 

人    口：171,200人（令和 4年 10月 1日現在、住民基本台帳） 

（内 訳）                     

市村名 境町 五霞町 坂東市 

古河市 

総和 

地区 

三和 

地区 

面積（km2） 46.59 23.11 123.03 52.8 49.78 

人口（人） 24,785 8,186 52,741 50,477 35,011 

 参考)古河市:面積 123.58km2 、人口 141,196名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図 1-1 対象地域（さしま環境管理事務組合圏域:クリーム色） 

                （資料：さしま環境管理事務組合ホームページ） 

茨城県 

水戸市 
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(2）計画期間 

本計画は、令和 6年度から令和 10年度までの 5年間を計画期間とし、計画目標年度を令

和 11年度とする。 

 なお、目標の達成状況や社会・経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直す 

ものとする。 

 

(3）基本的な方向 

さしま環境管理事務組合（以下「本組合」と称す。）は、境町、五霞町、坂東市及び古河 

市（総和地区、三和地区）2市 2町（以下「構成市町」と称す。）で構成され、茨城県の南

西部に位置し、栃木県、埼玉県、千葉県と県境を接している。 

県都水戸市までは約 70km、東京都、さいたま市及び宇都宮市までは約 50～60kmの距離を

有している。 

本組合の面積は約 295km2、人口は 171,200人であり、面積では茨城県の約 5％、人口では

約 6％を占めている。 

本地域は、古くから農業を中心として発展してきたが、つくばエクスプレスの開通（平成

17年 8月）、首都圏中央自動車連絡道（圏央道）の整備が進み、東京都やさいたま市、宇都

宮市などへの連絡も容易となり、工業化も進み、第 2次産業、第 3次産業の比率が高まって

いる。 

本地域は前述のとおり首都圏に比較的近いことから、野菜や花き栽培等都市近郊型の農業

の展開、自然環境に恵まれた田園文化都市圏の形成を目指している。 

構成市町の特徴は以下のとおりである。 

・境町 

利根川と江戸川の分岐点に位置し水運の拠点（河岸）として栄えてきた。現在は、東

西に首都圏中央連絡自動車道、国道 354号が、南北方向に主要地方道結城野田線、県道

尾崎境線が整備され首都圏や隣接市町を結ぶ広域交通網が形成されている。 

  ・五霞町 

関東平野のほぼ中央、茨城県の西南端に位置している。四方を河川に囲まれた水と緑

豊かなまちで、東は江戸川を隔てて千葉県に、南西は権現堂川および中川を隔てて埼玉

県に、北東部を流れる利根川をはさんで古河市・境町に接している。 

  ・坂東市 

    茨城県の南西部に位置し、利根川を挟んで千葉県野田市と接している。中心部は猿

島台地と呼ばれる平坦な台地で、田・畑地、多くの平地林や白鳥の飛来で有名な菅生

沼など、良好な自然が残されており、水と緑につつまれた自然豊かな田園都市であ

る。 

  ・古河市 

    関東地方のほぼ中央、茨城県西端に位置している。1955（昭和 30）年代から工業立 

地が進み、近隣の市町村から労働人口流入があり、古河都市圏を形成している。自然

環境面においては、全国でも最大規模のヨシ原を有し、希少価値の高い豊かな自然環
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境が残されている 

 

構成市町のごみ処理については、本組合は、平成 19年度に竣工したさしまクリーンセン

ター寺久（熱回収施設：ガス化溶融施設 103t/24h×2炉計 206t、リサイクルプラザ：

51t/5h）及び一般廃棄物最終処分場（埋立容積：125,000 ㎥、浸出水処理施設 処理能力 30

㎥/日（調整槽 1,300㎥、令和 3年度現在残余容量 31501 ㎥）を有し、主導的な役割を果た

し、資源ごみの集団回収への補助、中間処理から最終処分を実施している。 

中間処理施設に搬入されたごみは、極力マテリアルリサイクルを優先し、リサイクルしき

れないごみは熱回収施設によるガス化・溶融処理を行い、積極的に発電を行うとともに、残

渣のスラグ化による最終処分量の減量化に努めている。また、リサイクルプラザにおいて

は、ごみの減量化・再資源化に関する住民啓発や地域活動の積極的な推進を励行している。 

今後も、以下の方針で循環型社会の構築を目指す。 

・構成市町のごみ総排出量は人口減少にもかかわらず増加傾向を示している。令和 2年度

からの新型コロナの影響も勘案しながら、各種施策を講じ排出抑制を推進する。 

・生活系ごみについては、可燃性廃棄物の大部分を占める容器包装廃棄物について、ライ

フスタイルの見直しによる発生抑制を進めるとともに、容器包装に係る分別収集やプラ

スチック資源循環促進法（令和 4年 4月 1日施行）への対応を検討、プラスチック資源

の分別収集・リサイクルに取組み、焼却・溶融処理量を極力減らし、循環型社会にふさ

わしい廃棄物リサイクル及び処理システムの構築を図ることとする。   

・令和 10年度の古河地区の可燃ごみの本組合での処理開始に伴い、現有施設の長寿命化

を図り、二酸化炭素の削減に努める。   

 

(4）ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

本組合は、昭和 38年に境町、五霞村、猿島町（現坂東市）、総和町、三和町（ともに現古

河市）から成る一部事務組合として設立された。平成 14年に岩井市が構成市町に加わった

のち、平成 17年 3月岩井市と猿島町が合併して坂東市となり、現在 2市 2町の構成となっ

ている。 

茨城県では、令和 4年 3月に「茨城県ごみ処理広域化計画」を改訂し、ダイオキシン類の

発生抑制、施設稼働率の向上、財政負担の軽減等に努めていく方針を示した。 

県内では現時点で 29 ブロックによって、ごみ処理の広域化がすすめられているが、将来

的には 10ブロックとして、集約を推進することとしている。 

このうち、本組合を構成する 2市 2町は、さしま環境管理事務組合と古河市（古河地区）

の 2つに分かれており、将来的には古河地区を含め集約した廃棄物処理を行うものとなって

いる。本組合では、令和 10年度に古河地区の可燃ごみの受け入れを開始する予定である。 

現在、古河地区については、古河市の有する古河クリーンセンター(平成 6年 7 月竣工：

90t/日（45t/16hr×2 炉）)及び資源化処理施設である古河市資源置場にて処理を行ってお

り、ごみ処理施設の一元化と設備機器の長寿命化対策は課題となっている。広域化、集約化

の観点からも、令和 10年度の加入に向けて分別区分や処理に関する検討を重ねている。 
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(5）プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

本組合は現在プラスチック類はペットボトルのみを分別回収し、容器包装リサイクル協会

及び民間業者へ引き渡している。 

プラスチック資源の分別に関しては、本組合においては効率的な回収やリサイクルに関し

ての検討を重ねており、令和 8年度から一括回収を開始、当面は容器包装リサイクル協会へ

委託してのリサイクルを実施する予定である。 

（これに関しての施設整備を予定している。今後、収集量等をみて、再商品化の方法も検討

していく。） 

古河地区は、現在、プラマークのあるプラスチック製容器を容器包装リサイクル協会へ引

き渡し再商品化に努めている。 

令和 10年度の可燃ごみの本組合処理に併せ、プラスチック資源に関しても本組合処理を

予定しているため、令和 11年度末までにプラスチック使用製品廃棄物とプラスチック容器

包装廃棄物の一括回収及び再商品化を実施する予定である。 
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２． 循環型社会形成推進のための現状と目標 

 

(1）一般廃棄物等の処理の現状 

令和 3年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図 2-1に示すとおりである。 

総排出量は、集団回収量も含め、77,598ｔであり、再生利用される「総資源化量」は

13,950ｔ、リサイクル率（＝（直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回収量）／

（ごみの総処理量＋集団回収量）×100）は約 18％である。 

中間処理による減量化量は 58,819ｔであり、集団回収量を除いた排出量のおおむね 78％

が減量化されている。また、集団回収量を除いた排出量の約 6.4％に当たる 4,829ｔが埋め

立てられている。 

さしまクリーンセンター寺久熱回収施設は、3,000kw の蒸気タービン発電機を備え、発電

（令和 3年度実績:16,458MWh）を行い、場内で使用し余剰分は売却している。 

 

 

図 2-1 一般廃棄物の処理状況フロー（令和 3年度） 

 

 

 

 

 

境　町 91 t 境　町 1,847 t

五霞町 55 t 五霞町 485 t

坂東市 464 t 坂東市 4,104 t

古河市 1,228 t 古河市 7,514 t

組　合 1,838 t 境　町 978 t 組　合 13,950 t

五霞町 94 t 境　町 778 t

坂東市 1,934 t 五霞町 336 t

古河市 1,814 t 坂東市 1,706 t

組　合 4,820 t 古河市 4,472 t

組　合 7,292 t

境　町 1,198 t

五霞町 521 t

坂東市 2,214 t

古河市 8,188 t

境　町 8,613 t 境　町 8,613 t 境　町 7,635 t 組　合 12,121 t 境　町 420 t

五霞町 3,440 t 五霞町 3,440 t 五霞町 3,346 t 五霞町 185 t

坂東市 18,031 t 坂東市 18,031 t 坂東市 16,097 t 坂東市 508 t

古河市 45,676 t 古河市 45,676 t 古河市 43,862 t 古河市 3,716 t

組　合 75,760 t 組　合 75,760 t 組　合 70,940 t 組　合 4,829 t

境　町 6,437 t

五霞町 2,825 t

坂東市 13,883 t

古河市 35,674 t

組　合 58,819 t

境　町 0 t 境　町 0 t 境　町 420 t

五霞町 0 t 五霞町 0 t 五霞町 185 t

坂東市 0 t 坂東市 0 t 坂東市 508 t

古河市 0 t 古河市 0 t 古河市 3,716 t

組　合 0 t 組　合 0 t 組　合 4,829 t

集団回収量 総資源化量

直接資源化量

処理後再生利用量

排出量 計画処理量 中間処理量 処理後最終処分量

6.36% 処理残渣量

9.63%

16.00%

減量化量

100.00% 93.64% 6.37%

最終処分量

77.64%

0.00% 0.00% 6.37%

自家処理量 直接最終処分量
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(2) 一般廃棄物等の処理の目標   

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表

2-1 のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

 

表 2-1 減量化、再生利用に関する現状と目標 

 

※端数処理により割合・合計が合わないことがある。 

※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排 

出量＋集団回収量に対する割合 

※２ （１事業所当たりの排出量）＝｛（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量）｝／（事業所数） 

※３ （１人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口） 

≪用語の定義≫ 

排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位：トン〕 

総資源化量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕 

エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕及び熱利用量 

〔単位：GJ〕 

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総排出量 14,402ﾄﾝ (-11.2%)

１事業所当たりの排出量※2 1.38ﾄﾝ/事業所 (-5.3%)

総排出量 49,424ﾄﾝ (-17.0%)

１人当たりの排出量※3 179.3kg/人 (-21.8%)

合計 事業系生活系排出量合計 63,825ﾄﾝ (-15.8%)

直接資源化量 4,820ﾄﾝ (6.4%) 6,496ﾄﾝ (10.2%)

総資源化量 13,950ﾄﾝ (18.0%) 16,674ﾄﾝ (25.4%)

エネルギー
回収量

16,458
507

MWh
GJ

17,500MWh
5250GJ

最終処分量 埋立最終処分量 4,829ﾄﾝ (6.4%) 3,712ﾄﾝ (5.8%)

再生利用量

エネルギー回収量（年間の発電電力量及
び熱利用量）

指　　　　　　標 現状（割合※1）
（令和3年度）

目標（割合※1）
（令和11年度）

排出量

事業系
16,224ﾄﾝ

1.46ﾄﾝ/事業所

生活系
59,536ﾄﾝ

229.3kg/人

75,760ﾄﾝ
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※端数処理により割合・合計が合わないことがある。 

図 2-2 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（令和 11年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境　町 87 t 境　町 2,032 t

五霞町 48 t 五霞町 614 t

坂東市 425 t 坂東市 4,334 t

古河市 1,180 t 古河市 9,693 t

組　合 1,739 t 境　町 1,039 t 組　合 16,674 t

五霞町 230 t 境　町 906 t

坂東市 2,017 t 五霞町 336 t

古河市 3,211 t 坂東市 1,893 t

組　合 6,496 t 古河市 5,303 t

組　合 8,438 t

境　町 1,239 t

五霞町 470 t

坂東市 2,281 t

古河市 8,159 t

境　町 7,385 t 境　町 7,385 t 境　町 6,346 t 組　合 12,150 t 境　町 333 t

五霞町 2,739 t 五霞町 2,739 t 五霞町 2,510 t 五霞町 134 t

坂東市 14,904 t 坂東市 14,904 t 坂東市 12,887 t 坂東市 388 t

古河市 38,797 t 古河市 38,797 t 古河市 35,586 t 古河市 2,857 t

組　合 63,825 t 組　合 63,825 t 組　合 57,329 t 組　合 3,712 t

境　町 5,106 t

五霞町 2,040 t

坂東市 10,606 t

古河市 27,427 t

組　合 45,179 t

境　町 0 t 境　町 0 t 境　町 333 t

五霞町 0 t 五霞町 0 t 五霞町 134 t

坂東市 0 t 坂東市 0 t 坂東市 388 t

古河市 0 t 古河市 0 t 古河市 2,857 t

組　合 0 t 組　合 0 t 組　合 3,712 t

集団回収量 総資源化量

直接資源化量

処理後再生利用量

10.18% 処理残渣量

13.22%

排出量 計画処理量 中間処理量 処理後最終処分量

19.04%

減量化量

100.00% 89.82% 5.82%

自家処理量 直接最終処分量 最終処分量

70.79%

0.00% 0.00% 5.82%
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３． 施策の内容 

(1）発生抑制、再使用の推進 

有料化 

  現在、構成市町では可燃ごみをはじめとするごみの収集は無料で実施されている(古河市及び

坂東市においては粗大ごみについて一部有料)。 

  一般廃棄物処理の有料化に関しては、平成 28 年 1 月 21 日に、廃棄物処理法第 5条の 2第

1 項の規定に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本的な方針」（以下「基本方針」という。）により、市町村の役割として、

「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた

負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきで

ある。」との記載が追加され、国全体の施策の方針として一般廃棄物処理の有料化を推進するべ

きことが明確化された。 

  有料化により、排出抑制や再生利用の推進が期待できるものの、住民との合意形成、ごみ有

料化による費用対効果、実施方法、住民への還元対策等を十分検討する必要がある。 

本組合では構成市町と、平成 24 年度から、「さしま環境管理事務組合ごみ有料化等検討委員

会」、令和４年度から「さしま環境管理事務組合議会施設整備計画検討特別委員会」において有

料化に関する協議を設けており、ごみの排出状況、社会情勢を考慮し検討を重ねていく。 

 

環境教育、普及啓発、助成 

 【環境教育・普及啓発】 

 ・広報誌等の活用 

   広報誌による広報、ごみに関する小冊子の作成及び配布、啓発ビデオの製作(貸し出し、上

映)、ステーションにおけるポスター貼付などを構成市町と連携し、実施している。   

 ・住民参加体験型活動の実施 

   本組合現有のリサイクルプラザは、リサイクル情報発信拠点（リサイクル教室、再生工房、

再生品等展示販売）として、リサイクル情報の提供、住民参加体験型活動を行っている。 

  主な住民参加体験型活動を以下に示す。 

・不用品交換の普及 

・リサイクルイベントの開催 

・環境美化協力員等の活動の推進 

・ポスター及び標語等コンクールの開催 

・施設見学会の実施  

・自発的な活動を行っているごみに関する住民団体との連携の緊密化 

 

構成市町の取組みを表 3-1に示す。 

 



9 

 

表 3-1 構成市町の具体的取組（環境教育・普及啓発） 

境 町 ・資源化、減量化、適正排出の指導。 

五霞町 ・広報誌による啓発活動の実施。 

坂東市 ・リサイクルやゴミ減量化の意識向上を目的に、市内小中学生からポスタ

ーや標語を募集し表彰するなどのリサイクルフェアを実施している。 

・CO2排出削減の啓発のため、民間企業と協定を締結し市庁舎にマイボト

ル専用のウォーターサーバーを設置している。 

・公共施設に小型家電リサイクル回収ボックスを設置しリサイクルに取

り組みやすい環境づくりをすすめている。 

古河市 ・参加者 10 名以上の団体、グループを対象とした出前講座を実施。 

・古河市クリーンセンターの施設見学会を実施。 

・民間の掲示板サービスと提携した不用品リサイクルの推進。 

・民間の回収サービスと提携した不要パソコンのリサイクルの推進。 

 

【助成】 

 ・集団回収への補助 

   本組合は、ごみの減量化・資源化を目的として地域の集団回収（10 人以上の登録団体）

に対して 1kg当たり 5 円の補助金を交付している。 

 ・生ごみ処理機の補助金 

構成市町が主体となり、家庭用生ごみ処理機の補助金制度とその普及促進により、可燃

ごみの排出抑制を推進している。 

 

構成市町の取組みを表 3-2に示す。 

 

表 3-2 構成市町の具体的取組（助成） 

境 町 なし 

五霞町 なし 

坂東市 ・生ごみの処理を行うための容器及び電気式生ごみ処理機（以下「処理容

器等」という。）を購入した者に対し、補助金を交付している。金額は、

要した費用の２分の１に相当する額とし、処理容器等の区分に応じ、限

度額を設けている。 

古河市 ・生ごみ処理機の購入者に対し費用の一部を助成。 

 

マイバッグ運動・レジ袋対策     

買い物時のレジ袋の使用は、ごみの増加の一因となっていることから、レジ袋削減対策のひ

とつとして、マイバッグ運動を積極的に進め、ごみの減量化を図っている。 

構成市町の取組みを表 3-3に示す。 
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表 3-3 構成市町の具体的取組（マイバッグ運動・レジ袋対策） 

境 町 ・ホームページにおいて「買い物の際はマイバッグを持参しましょう」と

の呼びかけを実施予定。 

五霞町 ・限りある資源を効率的に利用し循環させるため、マイバッグ・マイボト

ルなどの利用を推進し、レジ袋やストロー等のワンウェイプラスチック

製品の使用を控え、環境ラベル（エコマーク）など環境負荷の少ない製

品を購入するなど、3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の取組を

積極的に行う。(環境基本計画) 

坂東市 ・市内イベントにおいてレジ袋削減の啓発品としてマイバッグを配布し、

普及促進を行っている。 

古河市 ・ホームページでの「買い物の際はマイバッグを持参しましょう」との 

呼びかけ、またイベント等での啓発活動を実施。 

 

食品ロスの削減 

 「持続可能な発展のための 2030 アジェンダ」において「持続可能な開発目標（SDGs）」として

「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の食品廃棄物を半減（以下略）」との目標が掲

げられた。茨城県においても、食品ロス削減講演会等の情報発信を行うなど、食品ロスに対する

意識醸成に努めている。 

本組合においては、搬入ごみに占めるちゅう芥類の割合は最近 5 年間では約 5％であるが、情

報発信に努め、食品ロスの削減を推進する。構成市町の取組みを表 3-4に示す。 

 

表 3-4 構成市町の具体的取組（食品ロスの削減） 

境 町 ・食品ロスの削減の広報に努める。 

五霞町 ・食品ロスの削減の広報に努める。 

坂東市 ・広報誌等により食品ロス削減の取り組みを周知している。 

古河市 ・ホームページでの食品ロス削減の呼びかけを実施。 

 

ごみ分別の推進 

 可燃ごみ、不燃ごみとして排出されるごみの中には、紙類、ペットボトル、缶・びんなど資源

ごみの混入が認められることから、ごみ分別の推進を徹底し、リサイクル率の増加を図っている。 

 なお、今後プラスチック類の扱いを鑑み、分別区分の見直しを検討する。 

構成市町の取組みを表 3-5に示す。 
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表 3-5 構成市町の具体的取組（ごみ分別の推進） 

境 町 ・広報誌により分別排出についての意識を啓発している。 

五霞町 ・ホームページ、広報誌・パンフレットなどでごみの減量と分別の徹底の

推進を広報、PRしている。 

坂東市 ・ごみの分別の徹底及び適正な排出方法の啓発により家庭ごみの排出の

削減を推進している。  

・5 月と 10 月の最終日曜日を環境美化の日と定め、市民が一斉に道路沿

線等のごみ拾いをおこなう「クリーン坂東」を実施し、地域で適正な分

別を確認する機会としている。 

古河市 ・ホームページ、LINEアプリを活用した「ごみ分別検索」の案内、また 

「ごみ出しカレンダー」の掲載。 

・市ケーブルテレビでのごみ減量化推進の啓発。 

事業系ごみの減量 

 事業系ごみは、事業者自らの責任において処理することが廃棄物処理法により義務付けられて

いるものの、本組合では家庭系ごみに支障のない限り許可業者による搬入及び事業者による直接

搬入を有料で受け入れている。 

 本組合では、以下の取組みを推進している。 

 ・食品リサイクル法、建設リサイクル法に基づき、食品廃棄物、建設廃棄物の排出抑制・再資

源化を指導する。 

 ・廃棄物の資源化・減量化に努めるとともに、事業活動に伴って発生した廃棄物は自らの責任

で適正に処理するよう指導する。 

 ・一定規模以上及び一定以上の排出量の事業者については、資源化・減量化計画の提出や廃棄

物管理責任者の設置を指導する。 

 ・事業所及び許可業者のごみ排出量に関して、徹底した分別の指導に努める。 

 ・事業系ごみの排出者に対して、家庭系の収集ごみに混入させないよう指導する。 

 ・近隣自治体における手数料の動向等を踏まえた適切な手数料を適宜検討し、設定する。 

 

構成市町の取組みを表 3-6に示す。 

 

表 3-6 構成市町の具体的取組（事業系ごみの削減） 

境 町 ・資源化、減量化、適正排出の指導 

五霞町 ・資源化、減量化、適正排出の指導 

坂東市 ・資源化、減量化、適正排出の指導 

古河市 ・資源化、減量化、適正排出の指導 
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(2）処理体制 

生活系ごみの処理体制の現状と今後 

現在、本組合は、境町、五霞町、坂東市及び古河市の総和地区、三和地区から排出される可 

燃ごみ、粗大ごみ、不燃ごみ、資源ごみ（カン、ビン、ペットボトル）の 6種のごみを対象と

して処理を行い、これに加え、紙類、布類は構成市町が主体となり計 8種の分別により処理を

行っている。 

 古河市の古河地区においては、可燃ごみ、粗大ごみ、プラスチック・せともの類、プラスチ

ック容器、危険ごみ、資源ごみ（カン、ビン、ペットボトル）、紙類、布類の 11分類で、古河

地区に立地する処理施設において処理を行っている。 

 本組合は、令和 10年度より古河地区が加入して古河市の処理の一元化を図る予定であり、

本組合全域でプラスチック類の分別を図りプラスチック類のリサイクルを推進、熱回収施設へ

の負担を軽減するとともに、長寿命化計画に基づく大規模改修を実施し、処理機能の回復及び

温室効果ガスの削減を図るものである。 

 

分別区分及び処理方法については表 3-7のとおりである。 
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事業系ごみの処理体制の現状と今後 

事業系ごみについては、家庭ごみの分別区分に準じ、本組合の施設で受け入れ処理を行っ

ている。 

平成 24年度からの 10 年間においては、いったん増加傾向を示したものの、令和 3年度は

平成 24年度の排出量とほぼ同量である。 

構成市町との連携のもと、事業系一般廃棄物の排出状況を調査、多量排出事業者に対して

減量化施策を講じるとともに、すべての事業者に対して事業系ごみの発生抑制、減量化への

啓発を実施する。 

一般廃棄物処理施設であわせて処理する産業廃棄物の現状と今後 

現在、産業廃棄物は受け入れていない。 

今後も現行と変わらず、産業廃棄物は処理しない方針である。 
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(3）処理施設等の整備  

廃棄物処理施設 

表 3-8のとおり必要な施設整備を行う。 

 

表 3-8 整備する処理施設 

事
業
番
号 

整備施設種類 
施設名 

事 業 名 
処理 
能力 

設置予定地 
事業 
期間 

国土 
強靭化 

プラ要件 
化の経過 
措置の適 
用事業 

１ 

マテリアルリ
サイクル推進
施設(廃プラ
スチック中間
処理施設) 

マテリアルリ
サイクル推進
施設整備事業 

未定 
猿島郡境町 

長井戸 1728-2 
R9～
R10 

－ － 

２ 

熱回収施設 
さしまクリー
ンセンター寺
久 

基幹的設備改
良事業 

206t 
坂東市寺久
1353番地 1 

R7～R9 － － 

（整備理由） 

 事業番号１ プラスチック使用製品の資源回収の推進、CO2排出量削減 

事業番号２ 既存施設の延命化、CO2 排出量削減のための基幹的設備改良及び処理の集約     

  

(4）施設整備に関する計画支援事業 

整備計画に先立ち、表 3-9のとおり計画支援事業を行う。 

 

表 3-9 実施する計画支援業務 

事業 
番号 

事業名 事業内容 事業期間 
プラ要件化
の経過措置
の適用事業 

1 

マテリアルリサイクル推進施設
整備事業（事業番号 1）に係る
既設焼却施設解体支援業務 

DXN類・アスベスト調査、 
土壌汚染環境調査、 
廃焼却施設解体発注仕様
書作成、事業者選定アド
バイザリー業務 

R7年度 － 

マテリアルリサイクル推進施設
整備事業（事業番号 1）に係る
発注者支援業務 

施設基本設計、要求水準
書作成、事業者選定に係
るアドバイザリー業務 

R8年度 － 

2 
さしまクリーンセンター寺久基
幹的設備改良事業（事業番号
2）に係る発注支援業務 

施設基本設計、要求水準
書作成、事業者選定に係
るアドバイザリー業務 

R6年度 － 
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さしまクリーンセンター寺久基
幹的設備改良事業（事業番号
2）に係る生活環境影響調査事
業 

生活環境影響調査 R6年度 － 

(5）その他の施策 

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

廃家電・使用済み小型家電のリサイクルに関する普及啓発 

廃家電、使用済み小型家電 のリサイクルについて は、 家電リサイクル法及び小型家電

リサイクル法に基づく、適切な回収、再商品化がなされるよう、関連団体や小売店などと協

力して、普及啓発を行う。 

不法投棄対策 

   廃棄物の不法投棄に対しては、地域の町内会などと一体となった普及啓発により、 

  分別区分の徹底を進めるとともに、パトロールの強化や外灯の設置などを行い、不法投棄の

防止を図っている。 

構成市町の取組みを表 3-10に示す。 

 

表 3-10 構成市町の具体的取組 

境 町 ・ホームページで注意を呼び掛けている。 

・散乱性の高い「空き缶・空きびん・タバコの吸殻・包装紙等」をみだり

に捨てることは、条例により禁止している。 

五霞町 ・ホームページで不法投棄をされない対策などを発信している。 

坂東市 ・ホームページで不法投棄通報アプリの利用を呼び掛けている。 

・警察との連携や監視パトロールを実施するため、特別行政指導員を配置

している。 

・不法投棄をさせない環境づくりのため防犯カメラを設置している。 

・不法投棄禁止啓発看板の配付を行っている。 

古河市 ・ホームページによる注意喚起。 

・不法投棄禁止啓発看板の貸出し。 

・茨城県の監視ボランティア(ＵＤ監視員)と連携した情報収集。 

・状況に応じた簡易監視カメラの設置 
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災害時の廃棄物処理に関する事項 

本組合は、県南、県西地区のごみ処理施設と相互利用協定を結び、災害時に発生する廃棄

物の広域処理体制の確保を図っている。また、災害廃棄物の収集運搬、処理・処分を迅速、

円滑に行うこととしている。 

なお、災害廃棄物の仮置き場、臨時集積場所は、構成市町の公民館、公園等の公共的空間

を活用するものとし、本組合クリーンセンター、最終処分場を処理、処分の場所と位置付け

ている。 

構成市町においては、坂東市は、令和 2年 9月策定した「坂東市災害廃棄物処理計画」に

基づき、また、古河市は、令和 2年 3月に策定した「古河市災害廃棄物処理計画」に基づき

災害廃棄物の処理を行うこととしている。 

令和 5年 11月末時点、境町、五霞町は策定を検討中である。 

      

４． 計画のフォローアップと事後評価 

 

(1）計画のフォローアップ 

本組合は毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じてさ

しま環境管理事務組合構成市町、国及び茨城県と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案

し、計画の見直しを行う。 

 

(2）事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに計

画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

 また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。 

 なお、計画の進捗状況や社会・経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ、計画を見直すも 

のとする。  
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循環型社会推進地域計画の添付書類 
 

 

 

〇様式 1 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表 1 

 

〇様式 2 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表 2 

 

〇参考資料様式 1 施設概要（マテリアルリサイクル施設系） 

 

〇参考資料様式 2 施設概要（エネルギー回収施設系） 

 

〇参考資料様式 8 計画支援概要 

 

（添付資料） 

      ・対象地域図 

・計画開始前過去５年程度から目標年度までの各年度ごとの人口、事業所数、 

事業系・生活系総排出量、１事業所あたり・１人あたりの排出量、総資源化量、

エネルギー回収量、最終処分量のトレンドグラフ 

・地域内の施設の現況と予定（位置図） 

・現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ 

(災害が想定されない地域を除く。) 
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 様
式

1

1
　
地
域
の
概
要

(
4
)
構
成
市
町
村
名

*
交
付
要
綱
で
定
め
る
交
付
対
象
と
な
る
要
件
の
う
ち
、
該
当
す
る
項
目
全
て
に
〇
を
付
け
る
。

2
　
一
般
廃
棄
物
の
減
量
化
、
再
生
利
用
の
現
状
と
目
標

　
　

一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
と
目
標
値
が
異
な
る
場
合
に
、
地
域
計
画
と
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
と
の
整
合
性
に
配
慮
し
た
内
容

※
端

数
処

理
に

よ
り

割
合

・
合

計
が

合
わ

な
い

こ
と

が
あ

る
。

 
 
1
6
,
6
7
4
 
 
 
 
(
 
2
5
.
4
%
)

 
 
 
 
3
,
7
1
2
 
 
 
(
 
 
5
.
8
%
)

 
 
1
4
,
4
0
2
 
 
 
 
(
-
1
1
.
2
%
)

 
 
 
 
1
.
3
8
 
 
 
 
(
 
-
5
.
3
%
)

 
 
4
9
,
4
2
4
 
 
 
 
(
-
1
7
.
0
%
)

 
 
 
1
7
9
.
3
 
 
 
 
(
-
2
1
.
8
%
)

 
 
6
3
,
8
2
5
 
 
 
 
(
-
1
5
.
8
%
)

 
 
 
6
,
4
9
6
 
 
 
 
(
 
1
0
.
2
%
)

(
6
.
9
%
)

4
,
8
2
9

(
6
.
4
%
)5
0
7

5
2
5

(
1
7
.
3
%
)

1
3
,
9
5
0

(
1
8
.
0
%
)

5
9
,
5
3
6

1
6
,
2
2
4

1
.
4
6

7
5
,
7
6
0

・
組
合
は
平
成
2
9
年
3
月
策
定
の
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
構
成
市
町
は
古
河
市
が
令
和
元
年
度
策
定
の
計
画
を
有
し
、
五
霞
町
は
現
在
策
定
中
、
境
町
及
び
坂
東
市
は
計
画
の
策
定
を
検
討
中
で
あ
る
。
こ
こ
5
年
間

の
廃
棄
物
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
(
食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
に
関
す
る
法
律
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
へ
の
移
行
)
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
、
組
合
の
設
定
し
た
目
標
値
と

背
景
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
構
成
市
町
の
将
来
推
計
を
実
施
し
、
目
標
値
設
定
を
行
っ
た
。
な
お
、
各
種
施
策
は
組
合
の
計
画
、
構
成
市
町
の
実
施
内
容
に
整
合
し
て
い
る
。

最
終
処
分
量

埋
立
最
終
処
分
量
（
ト
ン
）

5
,
8
7
4

(
7
.
7
%
)

6
,
0
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2

(
7
.
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)

5
,
3
6
0

(
6
.
9
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5
,
3
8
0

1
7
,
0
6
8

1
7
,
2
1
0

1
6
,
4
5
8

1
7
,
5
0
0

（
年
間
の
熱
利
用
量
G
J
）

4
9
9

5
2
1

5
2
3

5
2
6

エ
ネ
ル
ギ
ー
回
収
量

エ
ネ

ル
ギ

ー
回

収
量

（
年

間
の

発
電

電
力

量
M
W
H
）

1
6
,
1
9
4

1
6
,
7
8
8

総
資
源
化
量
（
ト
ン
）

1
4
,
5
0
7

(
1
8
.
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%
)

1
4
,
8
1
4

(
1
8
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%
)

再
生
利
用
量

直
接
資
源
化
量
（
ト
ン
）

4
,
3
3
1

(
5
.
7
%
)

4
,
5
6
0

(
5
.
9
%
)

2
2
5
.
6

2
3
6
.
4

2
2
9
.
3

1
4
,
5
3
5

(
1
8
.
0
%
)

1
3
,
8
4
3

4
,
6
5
2

(
6
.
0
%
)

4
,
5
8
9

(
5
.
9
%
)

4
,
8
2
0

(
6
.
4
%
)

排
出
量

事
業
系
 
総
排
出
量
（
ト
ン
）

1
8
,
1
3
5

1
9
,
1
2
7

1
8
,
9
9
6

1
6
,
5
8
6

生
活
系
 
総
排
出
量
（
ト
ン
）

5
8
,
1
8
4

5
8
,
4
9
2

5
8
,
9
6
1

6
1
,
6
6
5

1
事

業
所

当
た

り
の

排
出

量
（

ト
ン

/
事

業
所

）
1
.
5
1

1
.
5
2

1
.
4
8

1
.
4
1

合
計
 
事
業
系
生
活
系
総
排
出
量
合
計
（
ト
ン
）

7
6
,
3
1
9

7
7
,
6
1
9

7
7
,
9
5
7

7
8
,
2
5
1

1
人

当
た

り
の

排
出

量
（

k
g
/
人

）
2
1
9
.
6

2
2
3
.
0

(
6
)
構
成
市
町
村
に
一
部
事
務
組
合
等
が
含
ま
れ
る
場
合
、
当
該
組

合
の
状
況

組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
：
境
町
、
五
霞
町
、
坂
東
市
、
古
河
市
（
総
和
地
区
、
三
和
地
区
）

設
立
年
月
日
：
昭
和
3
8
年
5
月
2
5
日
　
(
平
成
1
5
年
4
月
よ
り
現
在
の
名
称
)

指
標
・
単
位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

過
去
の
状
況
・
現
状
（
排
出
量
等
に
対
す
る
割
合
）

目
標

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0
年
度

令
和
元
年
度

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

令
和
1
1
年
度

循
環

型
社

会
形

成
推

進
交

付
金

等
事

業
実

施
計

画
　

総
括

表
1

(
1
)
地
域
名

さ
し
ま
環
境
管
理
事
務
組
合

(
2
)
地
域
内
人
口

1
7
1
,
2
0
0
人

(
3
)
地
域
面
積

2
9
5
.
3
1
k
m
2

境
町
、
五
霞
町
、
坂
東
市
、
古
河
市
（
総
和
地
区
、
三
和
地
区
）

(
5
)
地
域
の
要
件

*
人
口
　
面
積
　
沖
縄
　
離
島
　
奄
美
　
豪
雪
　
山
村
　
半
島
　
過
疎
　
そ
の
他
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  様
 式

 ２

事
　

業
　

名
　

称
単

位
開

始
終

了
令

和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

1
0
年

度

令
和

6
年

度
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年

度

令
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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1
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7
5
,
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0
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1
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9
8
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2
さ

し
ま

環
境
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理

事
務
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合

2
0
6
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/
日
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7
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2
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,
1
5
1

4
2
,
9
7
9
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,
7
1
2
,
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1
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4
,
1
7
1
,
8
5
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,
9
6
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,
2
0
0

1
,
9
7
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,
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0
0
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,
9
8
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,
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0
0

1
1
1
,
0
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6
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0
,
3
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6
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,
7
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0

4
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,
0
0
0

0
0

1
1
1
,
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3
6

3
0
,
3
3
6

4
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,
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0

4
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,
0
0
0

0
0
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さ

し
ま

環
境
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事
務

組
合

R
7
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7

4
0
,
7
0
0

4
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,
7
0
0

4
0
,
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0
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,
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0
0
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合
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R
8

4
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0
0
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4
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0
0
0

4
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0
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0
0
0
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,
8
5
6

1
1
,
8
5
6

1
1
,
8
5
6

1
1
,
8
5
6

2
さ

し
ま

環
境

管
理

事
務

組
合
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6
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0
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1
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7
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2
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1
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0
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,
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,
7
1
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,
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0
0

2
,
4
8
6
,
6
0
0

5
0
0
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0
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霞

町
、

坂
東

市
、

古
河
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（

総
和

地
区

、
三

和
地

区
）

○
施

設
整

備
に

関
す

る
計
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【参考資料様式１】 

施設概要（マテリアルリサイクル施設系） 

都道府県名 茨城県 

(1)事業主体名 さしま環境管理事務組合 

(2)施設名称 
(仮称)さしま環境センターマテリアルリサイクル推進施設 

(廃プラスチック中間処理施設) 

(3)工期 ※1 令和 8年度～令和 10 年度 

(4)施設規模 処理能力  ｔ/日   未定 

(5)処理方式 選別・圧縮・梱包・保管（予定） 

(6)地域計画内の役割 ※2 プラスチック使用製品の資源回収の推進、CO2排出量削減 

(7)廃焼却施設解体工事 

の有無 
○有   無 

 

「ストックヤード」を整備する場合 

(8)ストック対象物      ― 

 

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

(9)容器包装リサイクル 

推進施設の内訳 
― 

 

「灰溶融施設」を整備する場合 

(10) スラグの利用計画 ― 

 

(11)総事業計画額 ※1 

     1,800,000 千円 

      うち交付対象事業費 

     1,700,000 千円 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、金額を括弧書

きすること。 

※2 基幹的設備改良事業を実施する場合は、二酸化炭素の削減率を記載すること。 
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【参考資料様式２】 

施設概要（エネルギー回収施設系） 

都道府県名 茨城県 

(1)事業主体名 さしま環境管理事務組合 

(2)施設名称 さしまクリーンセンター寺久 

(3)工期 ※1 令和 7年度～令和 9年度 

(4)施設規模 処理能力約 206ｔ/日（103ｔ/日×2炉） 

(5)形式及び処理方式 流動床式ガス化溶融施設 

(6)余熱利用の計画 

１．発電の有無  ○有（発電効率  - ％）・無 

２．熱回収の有無 ○有（熱利用率 - ％）・無  

                注）詳細設計により確定          

(7)地域計画内の役割 ※2 

既存施設の延命化、CO2 排出量削減のための基幹的設備改良

及び処理の集約 

（CO2削減率 ５％(計画値)） 

(8)廃焼却施設解体工事 

の有無 
有  ○無  

「ごみ燃料化施設」を整備する場合 

(9)燃料の利用計画      ― 

「メタンガス化施設」を整備する場合 

(10)バイオガス  

熱利用率 
―   KWh／ごみｔ 

(11)バイオガスの利用計画      ― 

 

(12)総事業計画額 ※1 

7,927,151千円 

うち、交付対象事業費 

3,962,200千円 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、金額を括 

弧書きすること。 

※2 基幹的設備改良事業を実施する場合は、二酸化炭素の削減率を記載すること。また、二酸化炭素排出抑制

対策事業費等補助金を活用する場合は、廃棄物処理施設で生じた熱や電力を地域でどう利活用するかについても 

記載すること。 
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【参考資料様式８】 

計 画 支 援 概 要 

都道府県名 茨城県 

(1)事業主体名 さしま環境管理事務組合 

(2)事業目的 
マテリアルリサイクル推進施設(廃プラスチック中間処理施設) 
整備のため 

(3)事業名称 

マテリアルリサイク

ル推進施設整備事業

に係る既設却施設解

体支援業務 

マテリアルリサイク

ル推進施設整備事業

に係る発注者支援業

務 

 

(4)事業期間 ※1 令和 7年度 令和 8年度  

(5)事業概要 

DXN 類・アスベスト調

査、土壌汚染環境調

査、廃焼却施設解体発

注仕様書作成、事業者

選定アドバイザリー

業務 

施設基本設計、要求水

準書作成、事業者選定

に係るアドバイザリ

ー業務 

 

 

(6)総事業計画額 

  ※1 

40,700千円 

うち、交付対象事業費 

40,700千円 

40,000千円 

うち、交付対象事業費 

40,000千円 

 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、金額を 

括弧書きすること。 
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【参考資料様式８】 

計 画 支 援 概 要 

都道府県名 茨城県 

(1)事業主体名 さしま環境管理事務組合 

(2)事業目的 さしまクリーンセンター寺久基幹的設備改良事業のため 

(3)事業名称 

さしまクリーンセン

ター寺久基幹的設備

改良事業に係る発注

支援業務 

さしまクリーンセン

ター寺久基幹的設備

改良事業に係る生活

環境影響調査事業 

 

(4)事業期間 ※1 令和 6年度 令和 6年度  

(5)事業概要 

施設基本設計、要求水

準書作成、事業者選定

に係るアドバイザリ

ー業務 

生活環境影響調査(現

況調査、予測及び影響

の分析) 

 

 

(6)総事業計画額 

  ※1 

11,856千円 

うち、交付対象事業費 

11,856千円 

18,480千円 

うち、交付対象事業費 

18,480千円 

 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、金額を 

括弧書きすること。 
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【添付資料１ 対象地域図】 
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【添付資料２ 目標設定に関するトレンドグラフ】 
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【生活系総排出量】 
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③五霞町 
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【事業系総排出量/1事業所当たりのごみ量】 

①組合 

 

②境町 
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年毎とみなして、間は平均値を入れている。以下同様 
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【１人あたり家庭系ごみの排出量】 
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【総資源化量】 
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【最終処分量】 
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【添付資３ 現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ】 

境 町 

 

坂東市 

 

猿島郡環境センター ごみ焼却施設 

さしま環境センター 最終処分場 
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